
 

資料  ３ 

 

甲賀都市計画区域における用途地域の変更について 

 

１． 用途地域指定の趣旨 

  

 市街化区域等に指定する用途地域は、将来の土地利用の動向を踏まえ、住居、商業、工

業の用途を適正に配置することにより、都市機能の集積や、居住環境の保全を図るなどの、

適正な都市環境の形成を図ることを目的とするものです。 

 現在、都市計画法第８条において１３種類の用途地域が定められており、本市において

は、そのうち１２種類の用途地域を指定しております。 

 

２． 指定する用途地域と計画図 

 

【竜法師地区】・・・近隣商業地域（８０／２００） 

忍者を核とした観光振興の拠点形成を図り、『忍者を核とした観光拠点整備基本計画』

における 1次整備・2次整備計画に基づく、展示・体験・販売などの施設整備を進めるた

めの用途地域として、近隣商業地域を指定するものです。

 

 

 

 



 

 

【北脇地区】・・・準工業地域（６０／２００） 

周辺の市街化区域と一体的な国道 1 号の沿道サービスの充実を図るための用途地域とし

て、準工業地域を指定するものです。 

 

 

３． フロー図 

 



 

 

４． 用途地域の建築制限 

 


